
   

事業計画者を記入する。また、農地法による転用事業者と同一で

ある必要があります。 

・事業の目的の変更はできません。やむを得ず必要が生じた場

合は、変更手続きが必要となります。 

・目的の内容により、変更不可能な場合がありますので、農業

委員会事務局に相談してください。 

「計画面積」には、左欄「（一筆の）面積」のうち、使用する面

積を記入してください。 



  

・所有者及び耕作者の同意が必要となります。 

・隣接地との間に２ｍ以上の道路がある場合は同意の必要は

ありません。ただし、当該隣接地に対し、営農上支障を生じ

させる恐れがある場合は、同意が必要となります。 



  

変更後の土地利用内容を詳しく記載 

・建物の大きさ、棟数、用途等。 

・駐車場として何台、何の目的にどのくらいの広さを使用する

のか等。 

・既存敷地がある場合は、その利用状況、面積等。 

事業が必要な理由を詳しく記載 

・何故、住宅が必要なのか、既存住居はどうするのか等。 

・何故、工場、事務所が必要なのか。増設の場合は、現在の操

業状況、内容、既存敷地の利用状況等。 

①申請地以外に進入路が必要か、建築確認の可能性等の確認。 

例：東側市道に接続している。隣接宅地から進入。 

②例：公共下水道へ接続／合併浄化槽で処理後、地下浸透 等 

③例：別紙のとおり、全員同意。 

④例：上水道、電気とも近隣から引き込み可能。 

⑤例：令和○年○月着工、令和○年○月完成予定。 

⑥例：自己資金及び○○から借入。 

⑦例：農地法第○条、開発行為、環境条例、景観条例。 

⑧土地改良事業とは、ほ場整備、かんがい事業等の公共投資がされた事

業を言います。南大井地区は千ヶ滝湯川用水土地改良区に、それ以外は

小諸市土地改良連合会に確認してください。 

⑨効率的かつ総合的な営農に支障を及ぼす恐れがないか。農地の利用集

積に支障を及ぼさないか。土地改良施設の有する機能に支障を及ぼす恐

れがないか。周辺の営農者の妨げにならないか。周辺農地に被害を及ぼ

す恐れが無いか、またその対策があるか。土地の一部を除外する場合は

残った農地の耕作予定、農地への進入について記載 



 

農用地区域外（農振白地）の農地、山林、原野、宅地、雑種地

等で検討をしてください。 

農用地区域外の地域において代替できる土地がある場合は、除

外することはできません。農用地区域外で検討をしたが、実現

できなかったことが分かるよう作成してください。 

「その土地で計画できない理由」記入例 

・面積不足、不整形地により計画実現困難、進入路なし、傾斜

がきつく造成費過大のため断念 

・ほ場整備実施田、畑地かんがい実施畑、優良農地のため不可 

・水道、電気引き込み困難 

・現在の営農状況、後継者、今後の方向性。 

親族の土地を利用して事業を行う場合は親族の土地についても

検討し記載して下さい 


